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高校コーディネーターによる高校と地域の連携・協働推進事業実施要項  

 

１ 事業の趣旨  

  岡山県立高等学校教育体制整備実施計画を踏まえ、高校が自治体等との連携を強化するとともに、

高校コーディネーター※の配置を通して、各学校や各地域の特色を活かした教育活動の実践力を伸

長することにより、小規模校等の更なる特色化・魅力化を進め、地元中学生の都市部への流出抑制

と県内外からの志願者増を図る。また、中間支援組織及び県教育委員会の伴走支援等による各学校

に配置された高校コーディネーターの資質向上とともに、様々な機関で雇用されている高校コーデ

ィネーター同士の関係構築を目指す。  

 

  

 

 

２ 事業の内容  

（１）原則、１学年当たり４学級以下で、地域との連携・協働による学校や地域の特色を活かした教

育活動の創出又は更なる充実を目指す高校又は校地を「重点推進校」とし、全国的な高校の魅力

化の知見を有する外部団体からの支援を受けながら、高校コーディネーターの資質・能力の向上

を図るとともに、効果的な組織を構築し、教育活動の開発や教育環境整備等を進める。  

（２）原則、１学年当たり４学級以下で、地域との連携・協働による学校や地域の特色を活かした教

育活動の充実を目指す高校又は校地を「推進校」とし、高校コーディネーターの資質・能力の向

上を図るとともに、教育活動の充実及び地域連携を更に推進する。  

 

３ 業務の委託  

  県教育委員会は、重点推進校が学校や地域の実態に即した取組を効果的に進めるため、本事業に

係る支援業務を外部団体（以下「受託者」という。）に委託する。委託する業務の内容はこの要項

に定めるもののほか、別に定める業務委託要項のとおりとする。  

 

４ 事業の詳細  

（１）実施校  

   県教育委員会は、公募により重点推進校として３校、推進校として５校をそれぞれ指定する。 

（２）指定期間  

   重点推進校については、令和６年度から令和７年度の２年間とし、推進校は令和６年度から令

和８年度の間で単年度（年度毎に公募を行う）とする。  

（３）事業の進め方  

  ア 事業計画書の作成  

    重点推進校及び推進校は、各年度の事業計画書を作成し、高校魅力化推進室長あてに提出す

るものとする。その際、事業内容等を示す体系図等、参考資料があれば添付するものとする。

事業計画書には、（４）にある内容を含める。  

  イ 事業の報告等  

重点推進校及び推進校は、各年度末に事業報告書を作成し、高校魅力化推進室長あてに提出

するものとする。また、高校魅力化推進室長の求めに応じて、随時事業の実施状況等を報告す

るものとする。  

教育庁高校教育課高校魅力化推進室 

※高校コーディネーターとは、県教育委員会が、地域と協働した教育活動を推進するため、学校

と地域とをつなぐ役割を担う職員として定めた地域協働活動コーディネーターのことをいう。 



2 

 

  ウ 重点推進校及び推進校への支援  

    受託者は、重点推進校における取組が円滑に行われるよう必要な指導・助言を行うとともに、

県教育委員会は、受託者から得られた情報等を踏まえて重点推進校及び推進校に対して支援を

行う。  

エ 全県への普及  

県教育委員会は、本事業を通して得られた特色化・魅力化に関する情報を、他の県立高校等

へ提供する機会を設ける。  

（４）内容  

  ア 重点推進校  

  （ア）研究テーマ  

     地域との連携・協働による学校や地域の特色を活かした教育活動の創出又は更なる充実並

びに生徒に身につけさせたい資質・能力の向上を踏まえた高校コーディネーターの効果的な

活用 

  （イ）研究体制  

          研究を進めていく上での校内組織並びに学校内外の関係者及び高校コーディネーターで構

成される組織（以下「連携組織」という。）  

    （ウ）研究内容  

       ａ 高校コーディネーターによる高校と地域の連携・協働による高校の特色化・魅力化に向

けた取組（地域の産業や文化、地域課題解決に関する探究的な学習など）  

    ｂ 地元自治体等からの高校への支援  

    ｃ 学校と地域をつなぐ人材（高校コーディネーター）の在り方  

    ｄ 地元からの進学率向上の方策  

    ｅ 地元以外（県内都市部や全国）からの進学率向上の方策  

    ｆ 事業終了後の取組の継続性  

    ｇ その他  

  （エ）研究方法  

    ａ 地域資源を活かした魅力的な教育活動の創出又は更なる充実  

    ｂ  効果的な連携組織の構築  

    ｃ 受託者による教職員、自治体職員及び高校コーディネーター等への指導・助言及び研修 

    ｄ 高校コーディネーターの実践内容・ノウハウ等のデータベース化への協力  

    ｅ 高校コーディネーターの職務要件等の研究への協力  

ｆ その他  

  イ 推進校  

    （ア）研究テーマ  

     生徒に身につけさせたい資質・能力の向上を踏まえた高校コーディネーターの配置による

学校や地域の特色を活かした教育活動の充実及び地域連携強化など  

  （イ）研究体制  

     研究を進めていく上での校内組織並びに学校内外の関係者及び高校コーディネーターで構

成される組織（以下「連携組織」という。）  

  （ウ）研究内容  

    ａ 高校コーディネーターによる高校と地域の連携・協働による高校の特色化・魅力化に向

けた取組（地域の産業や文化、地域課題解決に関する探究的な学習など）  

    ｂ 地元自治体等との連携強化  
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    ｃ 学校と地域をつなぐ人材（高校コーディネーター）の在り方  

    ｄ 地元からの進学率向上の方策 

ｅ 地元以外（県内都市部や全国）からの進学率向上の方策  

    ｆ 事業終了後の取組の継続性  

    ｇ その他  

  （エ）研究方法  

    ａ 地域資源を活かした魅力的な教育活動の充実  

    ｂ 連携組織の更なる充実  

ｃ 受託者による教職員、自治体職員及び高校コーディネーター等への研修  

    ｄ 高校コーディネーターの活動内容・ノウハウ等のデータベース化への協力  

ｅ その他  

ウ 受託者の支援等の内容  

受託者は、重点推進校に対し指導・助言を行うとともに、必要に応じて、先進事例の紹介や、

研修・ワークショップの実施、現地訪問等を行う。また、重点推進校及び推進校を含む様々な機

関で雇用されている高校コーディネーター、教職員及び自治体関係者等に対して、高校コーディ

ネーターの資質・能力の向上等に資する研修会を実施するとともに、高校コーディネーターのネ

ットワーク構築を図る。  

（５）関係機関等との連携協力体制の構築及び活用  

   重点推進校及び推進校は、連携組織の会議を年３回程度開催し、地域との連携の在り方等を研

究し、教育内容の質の確保・向上に向けた高校の特色化・魅力化を推進する。また、高校コーデ

ィネーターは当該会議に参加し、学校と地域等との連携・協働体制の強化を図る。なお、外部連

携組織（令和３年７月 26 日付け教魅企第 87 号、学校運営協議会を含む。）をもって充てること

ができる。  

（６）高校コーディネーター  

   重点推進校及び推進校は、高校コーディネーターを置き、地域と協働した教育活動を推進する。 

  その人選は重点推進校及び推進校が年度毎に行い、任用具申書、履歴書、健康診断書を高校魅力

化推進室長あてに提出し、県教育委員会が選考及び任用を行う。ただし、地元自治体等が独自に、

重点推進校及び推進校に対して地域と協働した教育活動を推進する高校コーディネーターを配

置する場合や、重点推進校及び推進校が、地域と協働した教育活動を目的として、重点推進校及

び推進校と地域とのコーディネート業務を団体等に委託する場合については、この限りではな

い。 

  ア 職務  

    岡山県教育委員会の命を受け、法令及び条例等の定め並びに校長の指示に従い、次に掲げる

職務を行う。  

  （ア）重点推進校及び推進校が実施する教育活動に対して、事業の趣旨に沿った提案や実施の補

助を行うこと。  

  （イ）自治体、企業、大学、ＮＰＯ等の外部機関と連携した教育活動を実施する際に、外部機関

との連絡・調整を行うこと。  

  （ウ）重点推進校及び推進校が設置する学校運営協議会又は外部連携組織等の会議へ参加し、業

務の補助を行うこと。  

  （エ）その他教育委員会が必要と認める事項  

  イ 任用期間  

     任用の日から同日の属する年度の末日までの間で設定  
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【５７６時間以内／年：６時間×９６日（週２日×４週×１２月）】  

  ウ 資格  

    資格の有無は問わない。  

  エ 任用、報酬、勤務形態その他の勤務条件等  

    別に定める「地域協働活動コーディネーター設置要綱」による。  

（７）評価指標の設定  

   重点推進校及び推進校は、目標の達成状況を明確にするため、目標に対応した評価指標を設定

し、各年度の実績値を高校魅力化推進室長あてに報告するものとする。  

 

５ 経 費  

（１）重点推進校及び推進校への支援  

県教育委員会は重点推進校及び推進校に予算を配分し、予算の範囲内で、事業の実施に要する

経費を支出する。  

（２）対象範囲等  

重点推進校及び推進校が作成する事業計画書に基づき、高等学校の特色化・魅力化に資する活

動経費として適当と認められるものとする。ただし、施設・設備の維持管理及び修繕に係る経費

は対象としない。  

（３）支出科目  

対象とする支出科目は、原則として次のとおりとする。  

ア 重点推進校  

  報酬  旅費   

イ 推進校  

    報酬  旅費   

（４）適正な執行の確保  

執行に当たっては、岡山県財務規則（昭和 61 年岡山県規則第８号）その他の規定に基づき、

適正に処理するものとする。  

 

６ その他  

  この要項に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、高校魅力化推進室

長が別に定める。  

 

  附 則  

 この要項は、令和７年４月１日から施行する。  

   

 


